
主催： 三田労働基準監督署  

 (一社)三田労働基準協会 (一社)大田労働基準協会 

 (一社)品川労働基準協会 渋谷労働基準協会 

 

労働者不足の中、東京都内で就労している外国人労働者は約４４万人 （平成３０年

１０月末）となっております。今年４月１日から改正入管法が施行され、「特定技能」

の在留資格も創設されました。今後、ますます外国人労働者が増加するものと思われま

すので、関係省庁（労働基準監督署、公共職業安定所、出入国在留管理局、警視庁）か

ら留意点などを説明いただきます。 

１ 日 時  2019 年 11 月 19 日（火） 14：00～16：00 

                   （開場・受付 13：30～） 

 

２ 会 場  女性就業支援センター4 階大ホール（ハローワーク品川入居ビル） 

        港区芝 5－35－３ (裏面案内図参照)  

  最寄駅：ＪＲ田町駅三田口（西口） 3 分 

地下鉄三田駅 Ａ2 出口  １分 

 

３ 講 師 労働基準監督署、公共職業安定所、出入国在留管理局、 

警視庁の各担当官 

 

４ 内 容 各行政機関が所管する法律に関して、留意事項などを説明 

 

5 定 員   ２００名（先着順） 

 

6 参加費   無 料  

 

7  申込み方法等 

①  裏面「申込書」により、１１月１２日(火)までに、三田労働基準協会あ

て Fax（03-3451-7692）で、お申し込みください。出席可能な場合

は、整理番号を記入のうえ「参加票」として申込担当者に Fax 返信いた

します。 

② 参加者は、Fax 返信された参加票を当日持参して受付にご提出くださ

い。 

 

8 お問い合わせ先  

  (一社)三田労働基準協会 電話  ０３－３４５１－０９０１  

Fax  ０３－３４５１－７６９２ 
                ＵＲＬ http://www.mita-roukikyo.or.jp  

外国人労働者労務管理説明会 
～ 適正な雇用と労務管理のために ～ 

http://www.mita-roukikyo.or.jp/


  

申込受付欄 受付日  受付番号 
 

外国人労働者労務管理説明会 
～ 適正な雇用と労務管理のために ～ 

 Fax 申込書 兼 参加票 

● 実施日： ２０１９年１１月１９日(火) ● 
14：00～16：30  開場・受付 １３：3０～ 

申込 Fax. 送付先  （一社）三田労働基準協会事務局 あて  

ＦＡＸ.  ０３－３４５１－７６９２ 

 
いずれか○を 

お付け下さい 
・三田協会・大田協会・品川協会・渋谷協会 

・協会会員以外 

事業所名 
 

所 在 地 
 

電   話 
 Fax 

(返信用) 

 

申込担当者 

職・氏名 

 

受講者氏名 
 

メール案内 

要・否 
要の場合、担当者名、 

メールアドレス 
 

注：① 個人情報は本講習会以外の目的に利用することはありません。 

② Fax 返信された本票を受講票として当日持参し、受付にご提出下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


